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「
鉄
橋
小
川
」
考 

 

 
 

水
野

み

ず

の 

哲
さ
と
し 

 

概
要 

明
治
期
の
鉄
道
建
設
に
お
い
て
「
鉄
橋
小
川
」
と
称
さ
れ
た
橋
梁
技
術
者
に
し
て
請
負
者
、
小
川
勝
五
郎

に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
正
規
の
技
術
教
育
を
全
く
受
け
な
い
な
が
ら
、
橋
梁
建
設
史

上
《
本
邦
鐡
道
橋
梁
史
ニ
忘
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
功
績
者
》
と
言
わ
れ
た
。
発
注
側
監
督
と
請
負
者
と
い
う
現

在
は
お
ろ
か
当
時
で
さ
え
彼
以
外
に
無
い
顔
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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は
じ
め
に 

  

本
稿
は
、
明
治
期
の
鉄
道
建
設
に
お
い
て
「
鉄
橋
小
川
」
と
称
さ
れ
た
橋
梁
技
術
者
に
し
て
請
負
者
、

小
川
勝
五
郎
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

小
川
勝
五
郎
は
、
正
規
の
技
術
教
育
を
全
く
受
け
な
い
な
が
ら
、
鉄
道
工
事
史
と
く
に
橋
梁
建
設
史
上

《
本
邦
鐡
道
橋
梁
史
ニ
忘
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
功
績
者
》（
詳
し
く
は
後
述
）
と
言
わ
れ
た
時
期
が
あ
る
。
し
か

し
、
現
在
の
鉄
道
建
設
史
上
で
は
単
な
る
請
負
者
と
し
て
の
扱
い
し
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 
 監

督
小
川
勝
五
郎 

 

明
治
新
政
府
は
多
く
の
外
国
人
を
招
聘
し
て
西
欧
文
物
の
転
移
を
図
っ
た
。
そ
れ
は
、
経
済
の
仕
組
み

か
ら
教
育
、
芸
術
、
法
律
に
ま
で
及
ん
だ
。 

し
か
し
、
「
富
国
」
の
面
か
ら
み
る
と
、
近
代
西
洋
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
が
最
も
急
を
要
す
る
こ
と

に
見
え
た
。
そ
の
た
め
、
有
為
の
青
年
を
外
国
に
留
学
さ
せ
て
、
直
接
的
に
吸
収
す
る
こ
と
を
急
い
だ
。 

し
か
し
、
人
材
養
成
に
は
時
間
を
要
す
る
。
そ
の
た
め
、
旧
幕
時
代
に
外
国
語
、
測
量
な
ど
の
素
養
を

身
に
着
け
て
い
た
者
を
選
任
し
て
招
聘
外
国
人
の
元
に
付
け
、
教
育
す
る
の
も
怠
ら
な
か
っ
た
。 

一
刻
も
早
く
日
本
人
の
み
で
の
国
家
運
営
が
望
ま
れ
た
が
、
中
で
も
鉄
道
や
河
川
に
代
表
さ
れ
る
土
木

工
学
技
術
の
教
育
は
一
朝
一
夕
に
は
な
ら
ず
に
い
た
。 

そ
の
間
外
国
人
に
支
払
う
給
与
は
膨
大
な
も
の
で
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
明
治
初
頭
勅
任
官
太
政
大
臣

は
月
給
八
百
円
(1)

で
あ
っ
た
が
、
英
国
東
洋
銀
行
駐
日
社
員
で
あ
っ
た
カ
ー
ギ
ル
は
、
鉄
道
差
配
役
に
招

聘
さ
れ
て
、
月
給
二
千
円
で
あ
っ
た
。
外
債
の
関
係
と
は
い
え
、
英
国
人
銀
行
員
が
日
本
人
最
高
月
給
の

二
倍
半
を
支
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(2) 

明
治
三
年
（
１
８
７
０
年
。
以
後
日
本
国
内
の
み
の
記
述
で
あ
る
か
ら
西
暦
は
省
略
す
る
）
の
日
本
最

初
の
新
橋
横
浜
間
鉄
道
建
設
で
は
、
招
聘
外
国
人
技
師
が
直
接
指
揮
し
、
旧
幕
時
代
に
海
軍
な
ど
で
測
量

技
術
を
身
に
付
け
た
者
(3)

や
、
外
国
語
に
通
じ
て
い
る
者
な
ど
を
そ
の
助
手
と
し
た
。 

請
負
者
は
、
埋
め
立
て
や
山
の
切
り
崩
し
な
ど
に
は
人
海
戦
術
に
向
く
い
わ
ゆ
る
顔
役
、
駅
舎
な
ど
は

大
工
、
左
官
を
当
て
た
。（
本
稿
で
は
、
鉄
道
技
術
者
と
い
う
よ
り
筆
者
の
関
心
事
で
あ
る
橋
梁
技
術
者
（
土

木
技
術
者
）
と
い
う
面
を
探
っ
て
み
て
い
る
。
従
っ
て
、
鉄
道
史
そ
の
も
の
へ
の
深
入
り
は
避
け
て
お
く
） 

明
治
十
一
年
か
ら
同
十
三
年
に
か
け
て
の
京
都
大
津
間
の
鉄
道
建
設
は
、
後
に
鉄
道
土
木
の
世
界
で
重

要
な
地
位
を
占
め
る
工
技
生
養
成
所
(4)

出
身
者
が
、
招
聘
外
国
人
に
代
わ
っ
て
初
め
て
監
督
し
た
。 

そ
の
監
督
陣
容
を
見
れ
ば
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
(5) 

 
 

 

技
師
長 

 
 
 
 
 
 

井
上 

勝
（
鉄
道
局
長
） 

 

総
監
督 

 
 
 
 
 
 

飯
田
俊
徳
（
少
書
記
官
・
工
技
生
養
成
所
教
師
） 

 

京
都
・
深
草
工
区 

 
 

武
者
満
歌
（
七
等
技
手
） 

 

深
草
・
山
科
工
区 
 
 

手
島
九
一
（
七
等
技
手
） 

長
谷
川
勤
助
（
九
等
技
手
） 

 

山
科
・
逢
坂
山
工
区 

 

国
澤
能
長
（
八
等
技
手
） 

田
島
延
武 

（
九
等
技
手
） 

 

逢
坂
山
隧
道 
 
 
 
 
 

国
澤
能
長
（
八
等
技
手
） 

 

加
茂
川
橋
梁
ほ
か
橋
梁 

小
川
勝
五
郎
（
六
等
技
手
） 

 

彼
ら
の
多
く
は
、
旧
幕
時
代
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
近
代
技
術
・
語
学
に
接
し
て
い
る
。 

 

た
と
え
ば
こ
の
時
点
で
小
川
勝
五
郎
に
次
い
だ
官
位
の
武
者
満
歌
は
、
嘉
永
元
年
（
１
８
４
８
年
）
江
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戸
生
ま
れ
で
あ
る
。
回
顧
録
(6)

に
よ
れ
ば
《
十
七
八
歳
の
頃
ま
で
東
京
築
地
に
あ
っ
た
海
軍
生
徒
養
成
所

に
通
っ
て
（
中
略
）
数
学
は
或
程
度
ま
で
勉
強
》
し
て
い
た
た
め
、
招
聘
英
国
人
技
師
長
エ
ド
モ
ン
ド
・

モ
レ
ル
直
々
の
試
験
に
も
難
な
く
合
格
し
て
明
治
三
年
、
二
十
三
歳
の
と
き
以
来
、
京
浜
間
、
阪
神
間
鉄

道
の
測
量
に
従
事
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
招
聘
外
国
人
技
師
の
元
で
彼
ら
の
指
導
下
に
あ
っ
た
者
た
ち
が
、
工
技
生
養
成

所
を
経
て
、
明
治
期
技
術
陣
の
中
枢
に
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
く
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 

だ
が
こ
の
う
ち
、
小
川
勝
五
郎
の
み
は
、
工
技
生
養
成
所
出
身
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
技
師
長
、
総

監
督
を
除
い
た
中
で
は
、
最
も
官
位
が
高
い
。
こ
れ
に
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

小
川
勝
五
郎
と
は
誰
か 

 
 

 

小
川
勝
五
郎
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
。 

 

明
治
三
年
、
京
浜
間
鉄
道
工
事
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
旧
幕
作
事
方
町
内
元
締
松
本
平
四
郎
(7)

が
、
配

下
で
鳶
の
小
頭
で
あ
っ
た
勝
五
郎
を
伴
い
、
梅
田
半
之
助
(8)

を
助
け
た
事
が
発
端
で
あ
る
。 

 

以
下
、
少
し
長
い
が
『
日
本
鐡
道
請
負
業
史 

明
治
篇
』
(9)

（
以
下
『
請
負
業
史
』
と
略
記
す
る
）
よ
り

引
用
す
る
。 

《
資
性
慧
敏
に
し
て
橋
梁
工
事
に
興
味
を
持
ち
、
外
人
技
師
に
就
い
て
潜
心
之
を
研
究
し
た
。
京
浜
間
の

六
郷
川
橋
梁
を
は
じ
め
と
し
て
、
阪
神
間
の
神
崎
川
・
十
三
川
橋
梁
等
も
、
外
人
技
師
の
下
に
其
工
事
に

従
い
大
に
修
行
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
且
彼
は
鳶
方
独
特
の
技
能
に
加
え
て
水
練
に
長
じ
、
潜
水
に
妙
を

得
て
居
た
か
ら
橋
梁
工
事
に
は
得
難
い
適
材
(10)

と
し
て
外
人
技
師
等
に
愛
顧
せ
ら
れ
、
為
に
技
術
伝
承
上

に
多
大
の
便
宜
を
得
、
技
能
の
進
歩
大
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
》
（

31
ペ
ー
ジ
） 

 

こ
う
し
て
小
川
勝
五
郎
は
、
橋
梁
技
術
者
で
あ
り
か
つ
施
工
者
と
し
て
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。 

 

当
初
の
六
郷
川
橋
梁
は
木
橋
で
あ
り
、
日
本
の
在
来
架
橋
技
術
と
も
強
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
が
、
彼

は
ほ
ど
な
く
し
て
鉄
橋
に
架
け
替
え
る
際
（
明
治
八
年
）
に
も
阪
神
間
工
事
か
ら
引
き
返
し
て
従
事
し
た
。 

『
請
負
業
史
』
に
は
、
こ
の
時
多
く
の
失
敗
で
京
都
大
津
間
に
左
遷
さ
れ
た
が
、
必
死
の
努
力
に
よ
り
、

後
年
「
鉄
橋
小
川
」
と
称
さ
れ
る
因
を
成
し
た
と
あ
る
。 

以
後
は
、
『
請
負
業
史
』
に
見
え
る
如
く
、
東
海
道
線
や
日
本
鐡
道
會
社
線
の
主
要
な
鉄
道
橋
梁
は
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
小
川
勝
五
郎
の
手
に
よ
っ
て
架
設
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

（
し
か
し
な
が
ら
請
負
っ
た
り
監
督
し
た
り
し
た
橋
梁
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
記
述
す
る
の
は
、
本
稿
の

目
的
に
沿
わ
な
い
の
で
省
略
す
る
。
機
会
が
あ
れ
ば
別
に
取
り
上
げ
た
い
。
） 

こ
こ
で
の
疑
問
は
、
『
請
負
業
史
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
日
本
鐡
道
會
社
線
宇
都
宮
以
北
の
利
根

川
、
鬼
怒
川
、
箒
川
、
那
珂
川
等
の
橋
梁
を
監
督
並
び
に
請
負
を
し
た
が
、
そ
れ
以
北
に
は
進
出
し
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
（

62
ペ
ー
ジ
）
。
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
土
地
に
対
す
る
単
な
る
好
き
嫌
い

で
あ
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
な
に
よ
り
注
目
す
べ
き
事
は
、
「
監
督
並
び
に
請
負
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

少
し
解
説
的
に
な
る
が
、
土
木
工
事
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
に
「
企
業
者
（
発
注
者
）
」

「
設
計
者
」
「
請
負
者
（
施
工
者
）
」
と
い
う
分
類
が
で
き
る
。
簡
単
な
理
解
で
は
、
工
事
代
金
を
払
う
側

が
「
企
業
者
（
発
注
者
）
」
で
あ
り
、
「
請
負
者
」
が
金
を
受
け
取
る
側
で
あ
る
。 

戦
後
す
ぐ
の
頃
ま
で
は
「
設
計
者
」
は
「
企
業
者
（
発
注
者
）
」
に
所
属
す
る
技
術
者
で
あ
り
、
当
然

小
川
勝
五
郎
の
時
代
は
そ
う
で
あ
る
（
現
在
で
も
公
共
事
業
に
つ
い
て
い
え
ば
建
前
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
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実
際
は
、
「
設
計
」
は
業
務
委
託
と
い
う
形
で
「
企
業
者
（
発
注
者
）
」
に
属
す
る
技
術
者
以
外
の
技
術
者

が
行
っ
て
い
る
）
。 

通
常
、
監
理
・
監
督
を
す
る
者
は
、
こ
の
、
「
工
事
代
金
を
払
う
側
」
で
あ
る
。
知
識
や
専
門
性
に
よ

っ
て
外
部
の
人
間
を
導
入
委
託
し
た
と
し
て
も
、
立
場
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
物

が
完
成
す
る
の
か
危
う
い
と
、
ほ
と
ん
ど
常
識
的
に
判
断
で
き
る
。 

し
か
る
に
、
「
工
事
代
金
を
払
う
側
」
も
「
受
け
取
る
側
」
も
小
川
勝
五
郎
が
担
当
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
『
請
負
業
史
』
で
も
と
く
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

明
治
二
十
年
着
工
の
両
毛
鉄
道
前
橋
西
方
利
根
川
橋
梁
に
つ
い
て
の
記
述
に
、
《
（
こ
の
橋
梁
は
）
独
立

工
事
と
し
て
雇
小
川
勝
五
郎
が
監
督
し
小
川
身
内
の
者
が
請
負
施
工
し
た
の
で
あ
る
か
ら
事
実
は
小
川
が

自
分
で
請
負
い
自
分
で
監
督
し
た
こ
と
に
な
る
小
川
は
屢
々
こ
の
二
重
人
格
を
以
て
鉄
道
橋
梁
工
事
に
当

た
っ
た
の
で
あ
る
。
誠
に
珍
し
い
殊
異
の
例
で
あ
る
。
》
（

115
ペ
ー
ジ
） 

現
在
ほ
ど
厳
格
な
入
札
請
負
制
度
が
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
て
も
（
本
書
の
執
筆
時
期
は
大
正
年
間
と

思
わ
れ
る
）
「
殊
異
の
例
」
と
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

発
注
側
の
技
術
者
が
官
を
辞
し
て
請
負
者
ま
た
は
請
負
者
側
の
技
術
者
に
な
る
例
(11)

は
、
こ
の
時
代
か

ら
あ
る
。（
定
年
退
職
後
等
に
多
い
が
現
在
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
蛇
足
で
あ
る
が
、
若
い
技
術
者
の
な
か
に

は
逆
に
請
負
側
か
ら
発
注
者
側
の
技
術
者
に
な
る
例
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
こ
れ
は
採
用
試
験
等
を
通

過
し
て
の
い
わ
ゆ
る
転
職
で
あ
る
） 

し
か
し
、
こ
う
し
た
場
合
は
必
ず
官
を
辞
す
る
の
で
あ
る
。
小
川
勝
五
郎
の
よ
う
な
「
二
重
人
格
」
は
、

前
代
未
聞
・
空
前
絶
後
で
あ
る
。
あ
ま
た
の
鉄
道
史
や
土
木
史
が
、
こ
の
点
に
触
れ
て
居
な
い
の
は
、
少

し
不
思
議
な
気
が
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

翻
っ
て
、
当
初
の
疑
問
で
あ
る
、
な
ぜ
正
規
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
小
川
勝
五
郎
が
、
明
治
十
一
年

に
早
く
も
六
等
技
手
と
し
て
加
茂
川
橋
梁
ほ
か
橋
梁
の
担
当
者
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、『
請
負
業

史
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。 

《
英
人
技
師
セ
ル
ピ
ン
ト
ン
の
指
導
を
仰
ぎ
三
村
周
(12)

が
之
を
設
計
し
、
小
川
勝
五
郎
が
必
死
の
努
力

を
以
て
之
が
施
工
に
当
た
っ
た
。
即
ち
邦
人
の
設
計
施
工
に
成
る
最
初
の
鉄
道
橋
梁
で
あ
る
。
》
（

31
ペ
ー

ジ
） こ

れ
は
、
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
既
に
こ
の
時
か
ら
小
川
勝
五
郎
が
監
督
兼
施
工
を
行
っ
た
事

を
表
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
三
村
は
設
計
で
監
督
は
し
て
い
な
い
し
、
こ
の
と
き
小
川
は
「
六
等
技
手
」

と
い
う
官
職
に
つ
い
て
い
た
(3)

の
で
あ
る
。
（
同
じ
く
日
本
人
の
み
で
初
め
て
施
工
し
た
逢
坂
山
隧
道
は
、

国
澤
能
長
が
監
督
し
て
い
る
） 

い
か
に
優
れ
た
技
術
者
と
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
異
例
す
ぎ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
小
川
勝
五
郎
は
そ
の
「
鉄
橋
小
川
」
人
生
で
、
ず
っ
と
官
職
に
就
い
て
い
た
の
か
。
明
治

時
代
の
「
官
員
録
」
を
た
ど
る
と
、
明
治
十
二
年
に
そ
の
名
が
消
え
て
い
る
。
以
後
明
治
十
五
年
ご
ろ
ま

で
は
、
も
っ
ぱ
ら
請
負
施
工
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

明
治
十
五
年
の
日
本
鐡
道
會
社
線
荒
川
橋
梁
は
、『
請
負
業
史
』
の
記
述
（

58
ペ
ー
ジ
）
に
よ
る
と
、「
鉄

道
局
雇
」
と
な
っ
て
い
る
。
付
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
に
あ
っ
た
事
が
う
か
が
え
る
。
彼
は
こ
の
工
事
で
、

《
「
鉄
橋
小
川
」
の
盛
名
を
斯
界
に
喧
伝
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
》
（
『
請
負
業
史
』
同
ペ
ー
ジ
） 

以
後
は
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
「
監
督
並
び
に
請
負
」
と
し
て
、
東
海
道
線
富
士
川
、
大
井
川
橋
梁
な

ど
を
円
熟
の
腕
で
施
工
し
た
。 
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こ
こ
で
『
請
負
業
史
』
に
技
術
上
と
人
生
上
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。 

《
（
彼
は
）
材
料
の
按
排
、
機
械
器
具
の
応
用
、
人
夫
の
使
役
方
法
に
至
る
ま
で
独
特
の
技
能
を
発
揮

し
斯
業
界
の
人
々
を
感
歎
せ
し
め
た
。
彼
の
創
案
の
一
つ
と
し
て
井
筒

(13)
中
埋
用
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
底
部

及
上
部
を
強
度
の
も
の
と
な
し
中
間
の
大
部
分
に
は
少
量
の
セ
メ
ン
ト
を
混
せ
る
粗
製
の
も
の
を
填
充
し

た
る
如
き
は
工
事
と
し
て
何
等
不
安
な
く
而
も
著
し
く
費
用
を
減
ず
る
も
の
に
し
て
永
く
橋
梁
工
事
の
規

範
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
》
（

92
ペ
ー
ジ
） 

《
彼
は
こ
の
工
事
に
て
大
に
産
を
成
し
、
以
来
自
身
は
東
京
に
引
き
上
げ
て
復
た
工
事
に
与
ら
ず
盛
に

弄
花
に
耽
っ
た
が
た
め
に
資
産
を
蕩
尽
し
》
（
同
）
て
、
再
び
請
負
を
始
め
た
と
い
う
。 

そ
の
、
再
開
し
た
請
負
工
事
が
明
治
二
七
年
の
常
磐
線
利
根
川
橋
梁
工
事
で
、
腕
が
衰
え
た
か
、
井
筒

の
沈
下
試
験
工
事
に
失
敗
し
て
破
壊
し
、
為
に
人
夫
供
給
の
み
と
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
事
を
『
請
負
業

史
』
で
は
次
の
文
章
で
結
ん
で
い
る
。 

《
小
川
は
時
既
に
七
十
歳
近
く
で
あ
っ
た
》
（

235
ペ
ー
ジ
） 

こ
れ
以
後
、
『
請
負
業
史
』
か
ら
、
彼
の
名
が
消
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
年
に
彼
が
新

橋
横
浜
間
鉄
道
の
六
郷
川
橋
梁
を
初
め
て
手
掛
け
た
時
は
、
四
十
歳
を
超
え
て
い
た
事
に
な
る
。 

こ
う
し
て
、
『
請
負
業
史
』
で
は
、
生
没
年
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。 

一
方
、
小
川
勝
五
郎
と
深
い
縁
の
あ
る
総
合
建
設
会
社
の
社
史
が
存
在
す
る
。
そ
の
資
料
に
は
、
小
川

勝
五
郎
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
株
式
会
社
間
組
の
『
間
組
百
年
史
』
(14)

で
、
も
と
も
と

は
同
社
の
『
間
組
年
譜
』
(15)

が
最
初
で
あ
る
ら
し
い
。 

何
故
小
川
勝
五
郎
と
同
社
が
深
い
縁
が
あ
る
か
は
、
『
間
組
百
年
史
』
及
び
『
請
負
業
史
』
に
詳
し
い

が
、
同
社
の
創
立
者
で
あ
る
間
猛
馬
(16)

が
間
組
を
明
治
二
十
二
年
創
立
す
る
に
あ
た
っ
て
勝
五
郎
が
大
い

に
援
助
を
し
た
と
い
う
関
係
で
あ
る
。 

援
助
の
内
容
の
う
ち
、
資
金
提
供
は
と
も
か
く
、
勝
五
郎
配
下
の
主
だ
っ
た
者
ま
で
移
籍
さ
せ
創
立
を

助
け
さ
せ
た
こ
と
が
見
え
る
の
は
、
か
な
り
の
事
で
あ
る
。
理
由
に
つ
い
て
『
間
組
百
年
史
』
及
び
『
請

負
業
史
』
を
参
照
す
る
限
り
是
と
い
っ
た
特
定
は
で
き
な
い
が
、
弱
き
を
援
け
る
江
戸
っ
子
鳶
の
心
意
気

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

記
述
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
部
同
社
の
社
内
記
録
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
、
『
請
負
業
史
』
に
無
い

事
実
も
散
見
さ
れ
る
。
と
く
に
、
勝
五
郎
の
息
重
太
郎
に
つ
い
て
は
、
『
間
組
百
年
史
』
の
方
が
詳
し
い
。 

し
か
し
、
《
当
社
創
業
の
恩
人
》
（
『
間
組
百
年
史
』

38
ペ
ー
ジ
勝
五
郎
写
真
の
説
明
文
）
と
呼
ぶ
そ
れ

ほ
ど
の
同
社
で
も
勝
五
郎
の
生
涯
に
つ
い
て
の
記
述
は
《
生
没
年
と
も
不
詳
で
謎
が
多
い
》（
同
）
と
だ
け

記
し
て
い
る
。 

余
談
で
あ
る
が
、
こ
の
写
真
が
ま
た
見
て
い
て
ほ
れ
ぼ
れ
す
る
よ
う
な
堂
々
た
る
江
戸
期
か
ら
明
治
期

の
鳶
職
小
頭
そ
の
者
の
風
貌
で
あ
る
。
『
間
組
百
年
史
』
に
は
、
「
江
戸
っ
子
」
と
い
う
表
現
も
見
え
る
程

で
あ
る
。 

そ
の
配
下
で
あ
り
、
故
あ
っ
て
間
組
創
立
に
加
わ
っ
た
小
林
佐
太
郎
の
写
真
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、

見
る
か
ら
に
職
人
の
容
貌
で
好
ま
し
い
。
( 1 7 ) 

 

鉄
道
に
関
し
て
は
「
工
部
省
沿
革
報
告
」
(18)

が
明
治
二
十
二
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
、
当

然
の
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
工
部
省
官
僚
の
名
は
見
え
る
半
面
、
技
術
者
や
請
負
人
の
名
ま
で
は
書
か
れ

て
い
な
い
。 

 

先
の
《
紳
士
連
と
交
友
し
》
に
着
目
し
て
明
治
二
十
二
年
第
一
版
の
『
日
本
紳
士
録
』
(19)

を
参
照
す
る

と
、
は
た
し
て
小
川
勝
五
郎
の
名
が
住
所
と
と
も
に
見
え
る
。 
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こ
れ
も
し
か
し
、
明
治
三
十
年
に
は
息
子
に
譲
っ
た
ら
し
く
同
住
所
に
重
太
郎
の
名
が
見
え
て
、
以
後

勝
五
郎
の
名
は
消
え
た
ま
ま
で
あ
る
。 

土
木
技
術
者
の
団
体
に
は
、
「
土
木
学
会
」
が
あ
る
（
現
在
は
社
団
法
人
土
木
学
会
）
。
こ
れ
は
明
治
十

二
年
に
工
部
大
学
校
の
土
木
、
電
気
、
機
械
、
造
家
、
化
学
、
鉱
山
、
冶
金
の
七
学
科
第
一
期
卒
業
生
二

十
三
名
が
創
立
し
た
「
工
学
会
」
か
ら
、
大
正
三
年
に
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
土
木
学
会
」
に
大
正
四
年
に
創
刊
さ
れ
た
「
土
木
学
會
誌
」
が
あ
る
。
そ
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

を
た
ど
る
と
、
大
正
六
年
二
月
号
に
『
本
邦
鐡
道
橋
ノ
沿
革
ニ
就
テ
』
(20)

と
い
う
報
告
文
が
み
え
る
。 

こ
の
報
告
文
中
に
次
の
文
章
が
あ
る
。 

《
茲
ニ
甚
タ
遺
憾
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ハ
小
川
勝
五
郎
松
井
捷
悟
(21)

二
氏
ノ
既
ニ
故
人
ニ
属
シ
》 

《
此
両
氏
ハ
本
邦
鐡
道
橋
梁
史
ニ
忘
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
功
績
者
ト
ス
》 

つ
ま
り
、
鉄
道
橋
に
つ
い
て
の
技
術
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
人
が
最
も
よ
く
知
る
者
で
は
あ
る

が
残
念
な
が
ら
故
人
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
り
、
没
年
も
ま
た
不
明
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
た
（
大
正
六
年
ま
で
生
き
て
い
れ
ば
九
十
歳
を

過
ぎ
て
い
る
）
。 

最
も
残
念
な
の
は
、
そ
の
功
績
の
内
容
に
つ
い
て
、
本
稿
が
学
会
誌
の
短
い
『
論
説
報
告
』
の
た
め
か
、

全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
技
術
者
た
ち
が
、
具
体
的
に
何
を
功
績
と
考
え
て
い
て
、

と
く
に
名
を
挙
げ
た
の
か
が
分
か
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

と
も
あ
れ
、
生
没
年
と
も
不
詳
で
、
そ
の
功
績
内
容
も
不
明
で
あ
る
が
、
「
鉄
橋
小
川
」
と
異
名
を
と

っ
た
鳶
職
出
身
の
橋
梁
技
術
者
が
、
明
治
前
半
に
存
在
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
そ
の
活
躍
の
一
端
は
、
発
注
側
と
請
負
側
を
一
身
に
背
負
う
と
い
う
離
れ
業
が
出
来
た
と
こ
ろ

に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 お
わ
り
に 

 
 

 

筆
者
は
、
明
治
初
期
に
お
け
る
近
代
土
木
技
術
導
入
期
の
中
下
級
技
術
者
教
育
に
つ
い
て
勉
強
す
る
中
、

小
川
勝
五
郎
に
出
会
っ
た
。
博
士
な
ど
官
（
発
注
側
）
の
上
級
土
木
技
術
者
に
つ
い
て
の
伝
記
は
、
近
年

か
な
り
の
紹
介
が
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
中
下
級
土
木
技
術
者
に
つ
い
て
の
教
育
機
関
と
業
務
実
態
に
は

不
明
な
点
が
多
い
。
と
く
に
、
民
間
（
請
負
側
）
で
活
動
し
た
技
術
者
の
こ
と
に
そ
れ
が
い
え
る
。 

 

土
木
技
術
に
限
ら
ず
、
技
術
は
、「
実
際
に
作
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
」
部
分
が
あ
り
、
そ
の
意

味
で
、
技
術
と
技
能
の
間
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
担
っ
た
の
が
中
下
級
技
術
者
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化

と
社
会
の
成
熟
に
よ
っ
て
、
土
木
技
術
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
現
在
、
近
代
土
木
技
術
の
黎
明
期
に

お
け
る
伝
承
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
事
は
、
も
っ
と
行
わ
れ
て
よ
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

２
０
１
１
年
２
月
９
日
脱
稿
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注 (1)
『
掌
中
官
員
録
』
西
村
組
出
版
組
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
「
官
等
及
月
給
」
の
筆
頭
に
「
一
等
太

政
大
臣
金
八
百
圓
」
と
あ
る
。 

(2)
『
明
治
以
後
本
邦
土
木
と
外
人
』
土
木
學
会 

昭
和
十
七
年 

85
ペ
ー
ジ
の
「
傭
外
國
人
給
料
額
」
表
で
「
鐡
道
差
配
役
」
「
月
額
俸
給
二
〇
〇
〇
圓
」 

99
ペ
ー
ジ
に
「
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
カ
ー
ギ
ル
」
の
略
歴
。 

(3)
た
と
え
ば
小
野
友
五
郎
。
笠
間
藩
士
か
ら
幕
臣
と
な
り
、
軍
艦
咸
臨
丸
で
米
国
へ
往
復
し
た
際
は
測
量

方
兼
運
用
方
（
航
海
長
）
。
実
際
の
工
事
前
測
量
の
み
な
ら
ず
、
新
線
予
定
個
所
の
踏
査
な
ど
の
調
査
も

行
っ
て
い
る
。 

(4)
工
技
生
養
成
所
は
、
日
本
人
鉄
道
技
術
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、
招
聘
外
国
人
で
初
代
建
築
師
長
エ
ド

モ
ン
ド
・
モ
レ
ル
の
提
案
を
受
け
鉄
道
局
長
井
上
勝
に
よ
っ
て
明
治
十
年
、
大
阪
停
車
場
構
内
に
開
設

さ
れ
た
。
な
お
こ
れ
は
工
部
大
学
校
卒
業
生
が
出
始
ま
っ
た
の
を
機
に
二
年
間
で
廃
止
さ
れ
た
。 

(5)
こ
の
陣
容
は
鉄
道
史
諸
書
に
見
え
る
が
、
小
川
勝
五
郎
ま
で
「
監
督
」
に
加
え
た
も
の
は
見
な
い
。
直

接
参
照
し
た
の
は
『
公
共
工
事
建
設
生
産
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
史
的
考
察
』（
五
十
畑 

弘
・
木
田 

哲
量
、

土
木
学
会
論
文
集
Ⅳ-

51
、
２
０
０
１
年
４
月
）
た
だ
し
、
著
者
は
注
に
お
い
て
『
日
本
国
有
鉄
道
百

年
史
通
史
』
よ
り
作
成
と
述
べ
て
い
る
。 

(6)
『
鉄
道
❘
明
治
創
業
回
顧
談
』
（
沢
和
哉
編
著 

築
地
書
館 
１
９
８
１
年
）
所
収
「
明
治
三
年
頃
の

鉄
道
譚
」
（
武
者
満
歌
） 

(7)
参
照
し
た
諸
書
に
よ
っ
て
「
松
本
兵
四
郎
」
、
「
松
本
四
郎
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
お
そ
ら
く
誤
植
で

あ
ろ
う
か
ら

(9)
『
日
本
鐡
道
請
負
業
史 

明
治
篇
』
の
引
用
箇
所
に
従
っ
た
（
本
書
で
も
「
兵
四
郎
」

に
な
っ
て
い
る
個
所
が
あ
る
（

8
ペ
ー
ジ
な
ど
）
）
。
筆
者
は
、
幕
末
史
や
旗
本
の
氏
名
等
に
詳
し
く
な

い
。
同
書
に
「
神
田
蝋
燭
町
」
に
住
い
す
る
と
あ
る
だ
け
で
ど
の
よ
う
な
人
物
か
全
く
手
掛
か
り
が
な

い
。
ど
な
た
か
ご
教
示
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。 

(8)
薩
摩
藩
御
用
商
人
。
明
治
三
年
横
浜
の
名
主
。
京
浜
間
鉄
道
建
設
で
は
八
ッ
山
御
殿
山
の
切
割
、
高
輪

海
岸
の
埋
立
な
ど
を
行
っ
た
。 

(9)
参
照
し
た
の
は
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
社
団
法
人
鉄
道
建
設
業
協
会
発
行
（
非
売
品
）
の
活
字
本
。「
発

刊
あ
と
が
き
」
に
、
大
正
五
年
編
纂
に
着
手
し
、
昭
和
十
九
年
九
月
謄
写
版
と
し
て
漸
く
完
結
を
見
た

と
あ
る
。
出
典
等
は
記
述
が
無
い
。 

(10)
日
本
に
お
け
る
従
来
の
木
橋
は
、
橋
脚
基
礎
と
い
う
考
え
方
が
無
く
、
杭
を
打
ち
込
ん
で
そ
の
ま
ま
伸

ば
し
橋
脚
（
橋
杭
と
呼
ぶ
）
と
し
た
。
輸
入
さ
れ
た
近
代
土
木
技
術
で
は
、
川
底
に
石
を
敷
き
詰
め
た

り
し
て
基
礎
と
い
う
も
の
を
施
工
し
た
。
そ
の
点
検
な
ど
の
た
め
潜
水
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

(11)
『
日
本
鉄
道
業
の
形
成
❘
１
８
６
９
〜
１
８
９
４
❘
』
（
中
村
尚
史
、
１
９
９
８
年
、
日
本
経
済
評
論

社
）
の
表
３
❘

16
お
よ
び
表
４
❘
４
に
簡
潔
な
ま
と
め
が
あ
る
。 

(12) 

工
技
生
養
成
所
出
身
者
の
ひ
と
り
。
日
本
で
信
号
機
製
造
を
始
め
る
た
め
に
明
治
三
十
一
年
に
設
立

し
た
三
村
工
場
は
、
現
在
の
日
本
信
号
株
式
会
社
の
前
身
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。 

(13)
井
戸
の
壁
の
よ
う
な
底
の
な
い
円
筒
状
ま
た
は
楕
円
状
の
物
を
作
っ
て
内
部
を
掘
削
し
な
が
ら
自
重

と
載
荷
重
に
よ
っ
て
沈
下
さ
せ
、
岩
盤
な
ど
の
固
い
面
に
当
た
っ
た
ら
内
部
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
を

詰
め
て
基
礎
と
す
る
構
造
物
。
当
時
は
、
壁
は
煉
瓦
で
積
む
煉
瓦
井
筒
で
あ
っ
た
。
中
詰
コ
ン
ク
リ
ー

ト
に
使
用
す
る
セ
メ
ン
ト
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
が
輸
入
品
（
明
治
八
年
、
工
部
省
技
術
者
宇
都
宮
三
郎
が

日
本
で
最
初
に
セ
メ
ン
ト
の
製
造
に
成
功
し
た
ば
か
り
で
、
生
産
量
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
）
で
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高
価
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
な
っ
た
。 

(14)
『
間
組
百
年
史

1
8
8
9
-
1
9
4
5

』
株
式
会
社
間
組
一
九
八
九
年
十
二
月
十
日
発
行 

間
組
百
年
史
編
纂
委
員
会

本
書
の
記
述
は
か
な
り
客
観
的
で
あ
り
、
資
料
的
価
値
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
他
に
『
間
組

百
年
史

1
9
4
5
-
1
9
8
9

』『
間
組
百
年
史

1
8
8
9
-
1
9
8
9

資
料
編
』『
間
組
百
年
史

1
9
4
5
-
1
9
8
9

写
真
編
』
も
あ

る
大
部
な
社
史
で
あ
る
が
そ
れ
ら
は
参
照
し
て
い
な
い
。 

(15)
『
間
組
年
譜
』
株
式
會
社
間
組 

昭
和
十
一
年
十
一
月
一
日
発
行 

(16)
土
佐
藩
士
。
二
十
六
歳
（
明
治
十
八
年
）
の
時
上
京
、
鉄
道
局
に
入
り
新
宿
・
八
王
子
間
鉄
道
工
事
中

《
三
十
何
日
の
間
仕
事
着
を
脱
が
ず
に
働
き
続
け
》
て
認
め
ら
れ
た
が
、《
官
界
は
学
歴
な
き
者
の
安
住

す
べ
き
場
所
に
非
ら
ざ
る
こ
と
を
覚
り
》
独
立
し
た
、
と

(9)
『
請
負
業
史
』
は
述
べ
て
い
る
。 

(17)
試
み
に
『
明
治
肖
像
録
』
明
治
三
十
一
年
五
月
明
治
館
発
行
及
び
そ
の
改
訂
版
（
同
年
十
一
月
帝
国
史

会
発
行
）
を
見
て
も
両
人
の
写
真
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。 

(18)
明
治
二
十
二
年
四
月
大
蔵
省
発
行
。 

(19)
明
治
二
十
二
年
第
一
版
交
詢
社
発
行
。
第
十
六
版
は
明
治
四
十
四
年
発
行
。
こ
の
間
、
第
一
版
で
の
肩

書
は
「
鐡
道
局
技
手
」
住
所
は
「
麹
町
區
上
二
番
町
廿
九
」
第
二
版
（
明
治
二
十
四
年
）
で
は
「
日
本

鐡
道
會
社
技
術
部
監
」
、
第
三
版
（
明
治
二
十
九
年
）
で
は
「
土
木
請
負
業
」
住
所
は
「
神
田
區
淡
路
町

二
丁
目
四
」
第
五
版
（
明
治
三
十
一
年
）
に
至
っ
て
名
義
が
小
川
重
太
郎
と
な
り
「
土
木
請
負
業
」
。
住

所
は
「
神
田
區
淡
路
町
二
丁
目
四
」
で
あ
る
。
第
七
版
で
は
「
土
木
請
負
業
」
重
太
郎
の
名
は
見
え
る

が
住
所
が
「
神
田
區
駿
河
薹
袋
町
七
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
一
人
で
あ
ろ
う
。
第
八
版
（
明
治
三
十
五

年
）
に
至
っ
て
、
重
太
郎
の
名
も
消
え
る
。 

(20)
土
木
學
會
誌
第
三
巻
第
一
號
大
正
六
年
二
月
。
報
告
者
は
工
學
士
久
保
田
敬
一 

(21)
安
政
三
年
（
１
８
５
６
年
）
生
ま
れ
。
大
阪
英
語
学
校
、
工
技
生
養
成
所
出
身
。
明
治
二
十
一
年
五
等

技
師
中
。
鉄
道
功
労
者
と
し
て
表
彰
を
う
け
た
と
い
う
記
述
は
青
木
槐
三
氏
の
書
に
あ
る
よ
う
だ
が
、

具
体
的
功
績
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

追
記
そ
の
一 

小
川
勝
五
郎
に
つ
い
て
は
、
『
橋
に
賭
け
た
男
』
（
松
本
剛
著
、
雑
誌
「
日
本
及
び
日
本
人
」
昭
和
五
十

二
年
五
月
号
所
収
、
日
本
及
び
日
本
人
社
）
が
あ
る
。
六
郷
川
橋
梁
の
ゴ
ラ
イ
ア
ス
ク
レ
ー
ン
の
写
真
が

掲
載
さ
れ
、《
明
治
三
年
、
東
京
横
浜
間
の
鉄
道
建
設
に
従
事
し
、
わ
が
国
初
の
橋
梁
工
事
に
挑
ん
だ
“
鳶

職
勝
五
郎
”
の
半
生
記
》
と
副
題
に
あ
る
。
話
は
明
治
十
九
年
利
根
川
橋
梁
で
終
わ
っ
て
い
る
。 

追
記
そ
の
二 

 

『
橋
に
賭
け
た
男
』
や
元
鉄
道
記
者
青
木
槐
三
氏
の
文
章
に
は
小
川
勝
五
郎
が
竜
の
刺
青
を
背
中
に
彫

っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。
本
当
か
ど
う
か
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 

追
記
そ
の
三
（
２
０
１
２
年
１
月
） 

 

(21)
松
井
捷
吾
は
「
鉄
道
先
人
録
」
に
見
え
る
。
（
本
文
執
筆
当
時
、
本
書
は
未
入
手
で
あ
っ
た
。
）
こ
れ

に
よ
れ
ば
明
治
十
九
年
四
月
二
等
技
手
、
「
鉄
道
創
設
に
当
た
り
実
地
に
つ
い
て
種
々
と
貢
献
し
た
。
」
と

あ
る
か
ら
、
先
の
注
は
若
干
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
十
三
歳
で
病
没
。 

  

了 


